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記入例③ 
出産後に初めて掛金等の免除を申し出るとき

県
事
協

職員番号と同じ

条例等により，56日(８週間)の産前休暇が付与されて
いる等の場合でも，掛金等免除の対象となる産前産後
休業の期間は，出産の日以前42日から出産の日後56日
までの間となる。

出産後に初めて掛金等免除を申し出る
場合には，出産予定日も記入する。

育児休業中に新たに産前産後休業を取得する場合は，育児休業の変更申出書と，新
たに取得する産前産後休業の期間について改めて掛金等免除申出書を提出する。

多胎の場合，出産の日以前98日から
出産の日後56日まで掛金等免除の対
象となる。

申出より前の期間について，掛金等の還付が
生じることがあります。 
給与等での調整ができない場合，共済組合へ
登録されている組合員の個人口座へ還付され
ます。

母子手帳の写しのほか，医療機関等が発行する出産証明書，
出産費請求書〔整理番号19〕の写し　など


